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岡
山
県
社
保
協
は
８

月
２
４
日
、
第
３
１
回
総

会
を
岡
山
市
内
で
開
催
し

ま
し
た
。
３
０
人
が
参
加

し
ま
し
た
。
大
軍
拡
と
社

会
保
障
解
体
を
許
さ
ず
、

憲
法
９
条
と
２
５
条
を
一

体
と
し
た
社
会
保
障
の
再

生
な
ど
の
２
０
２
４
年
度

方
針
を
確
認
し
ま
し
た
。 

 

改
定
地
方
自
治
法
の
危

険
な
中
身 

 

総
会
に
先
立
っ
て
、
則

武
透
弁
護
士
を
講
師
に
自

治
体
に
対
す
る
指
示
権
を

拡
大
す
る
「
改
定
地
方
自

治
法
」
を
学
習
し
ま
し

た
。
則
武
氏
は
、
改
定
法

の
危
険
な
中
身
と
し
て
①

団
体
自
治
の
破
壊
、
②
立

法
事
実
の
不
存
在
、
③
大

雑
把
で
あ
い
ま
い
な
指
示

権
の
発
動
要
件
、
④
武
力

紛
争
へ
の
波
及
、
⑤
緊
急

事
態
条
項
の
先
取
り
、
を

解
明
。
自
治
体
に
対
す
る

指
示
権
の
発
動
に
あ
た
っ

て
は
、
自
治
体
と
の
事
前

協
議
、
調
整
の
義
務
も
国

会
の
関
与
も
な
い
こ
と
を

指
摘
。
指
示
権
の
乱
用
が

懸
念
さ
れ
、
自
治
体
へ
の

国
の
不
当
な
介
入
を
誘
発

し
、
拡
大
解
釈
さ
れ
る
恐

れ
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し

ま
し
た
。
今
後
は
、
改
定

法
を
実
行
さ
せ
な
い
た
た

か
い
が
重
要
と
な
り
ま

す
。 

 

秋
の
全
県
キ
ャ
ラ
バ

ン
を
軸
に 

 

森
本
事
務
局
長
に
よ
る

２
４
年
度
方
針
の
提
案
で

は
、
秋
の
全
県
キ
ャ
ラ
バ

ン
を
軸
に
活
動
を
推
進
す

る
こ
と
が
表
明
さ
れ
ま
し

た
。
今
回
の
キ
ャ
ラ
バ
ン

で
は
、
コ
ー
ス
別
に
事
前

学
習
な
ど
の
打
ち
合
わ
せ

を
し
て
臨
み
た
い
と
の
提

案
が
あ
り
ま
し
た
。 

議
案
の
提
案
を
受
け
て

の
討
論
で
は
、
議
案
の
補

強
な
ど
五
つ
の
構
成
団
体

か
ら
発
言
が
あ
り
ま
し

た
。 

 

・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 
総
会
で
選
出
さ
れ
た
三

役
各
位 

 

会 

長 
中
島 

純
男 

副
会
長 

安
井 

進 

 

〃 
 

早
川 
高
子 

 

〃 
 

岡
本 
芳
行 

事
務
局
長  

森
本 

忠
春 

 

【
岡
山
県
医
労
連
・
岡
】 

  

県
医
労
連
は
４
月
、
訪

問
介
護
の
基
本
報
酬
の
引

き
下
げ
が
事
業
所
と
職

員
、
利
用
者
に
与
え
る
影

響
を
世
に
訴
え
、
引
き
下

げ
の
撤
回
を
求
め
る
記
者

会
見
を
行
っ
た
。
報
道
機

関
は
テ
レ
ビ
局
が
３
社
、

新
聞
社
が
５
社
参
加
し

た
。 

 

会
見
者
は
、
職
員
の
不

足
の
状
況
や
事
業
を
運
営

す
る
上
で
の
問
題
点
、
事

業
所
の
経
営
実
態
な
ど
を

訴
え
た
。 

 

会
見
後
、
報
道
機
関
か

ら
会
見
者
に
多
く
の
質
問

が
寄
せ
ら
れ
た
。    

 

【岡
山
市
社
保
協
・加
藤
】 

  

７
月
に
総
会
を
開
催
し

た
。
今
年
度
は
、
国
保
料

引
下
げ
と
子
ど
も
の
医
療

費
無
料
化
、
学
校
給
食
無

償
化
の
三
つ
の
署
名
運
動

を
重
点
に
運
動
を
推
進
す

る
。 

 

【新
見
社
保
協
・笹
井
】 

 
 

 

こ
の
間
の
運
動
に
よ

り
、
加
齢
に
よ
っ
て
起
こ

る
難
聴
に
対
す
る
補
聴
器

購
入
の
補
助
制
度
や
学
校

給
食
無
償
化
が
実
現
し

た
。 

 

今
後
は
、
い
わ
ゆ
る
赤

字
ロ
ー
カ
ル
線
存
続
の
運

動
に
取
り
組
み
た
い
。 

 

改定地方自治法の危険性を語る則武

弁護士（立っている人）＝８月24

日、おかやま西川原プラザ 

発
言
か
ら 


